
報酬規程

特定非営利活動法人 日本セルプセンター

(目 的)

第 1条 本会の開催する理事会、常任理事会、各委員会、及び作業種別部会、その他本会の

運営に必要な会議のために、本会の会長・副会長・常務理事 。監事、及び各委員会委

員等が要 した費用の一部を定款第 19条の規程に基づき予算の許容する範囲で支弁

するために、本規程を定める。ただし、職員を兼ねる場合は本規定は適用しない。

(報酬及び費用の支弁)

第 2条 支弁の対象は、上記会議等の出席に要した交通費、及び宿泊費とし、会長・副会長・

常務理事 。理事 。監事、及び各委員会委員等は、全て同一基準により支弁するものと

する。ただし、常勤及び非常勤にかかわらず役員報酬は一切支弁しないものとする。

(交通費の支弁)

第 3条 交通費

(1)原則として、会議開催地から会議出席者の施設・事業所所在地の最寄り駅までの

往復運賃・料金を支弁する。ただし、実費とする。

(2)計算は、別添交通費調査票に基づいて行 う。

(宿泊費の支弁)

第 4条 宿泊費

(1)会議が 2日 以上にわたる場合は、必要に応 じて以下により、宿泊費を支弁する。

(2)理事会、常任理事会、各委員会については、一律 12,000円 を支弁する。

(3)作業種別部会等で、特に開催状況から会長が支弁する必要があると認めた場合は、

宿泊費の実費弁償をする。

[附則]

この規程は、

この規程は、

この規程は、

この規程は、

理事会において改廃する。

平成 13年 4月 1日 より実施する。

平成 14年 2月 14日 一部改正。

平成 27年 3月 24日 一部改正。



正規職員給与規程

特定非営利活動法人日本セルプセンター

第 1章 総則

(目 的)

第 1条 この正規職員給与規程 (以下 「規程」という)は、正規職員就業規則第 69条の規

定により、特定非営利活動法人 日本セルプセンター (以下「法人」という)の正規職

員 (以下「職員」という)に対する給与の決定、計算、支払い方法、締切、支払いの

時期、給与の改定、ならびに賞与等について定める。

2 この規程に定めのない事項については、個別に結ぶ雇用契約書による。なお、個別

の雇用契約書に定めのない場合は、その都度協議 して決めるものとする。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、正規職員に適用する。

(給与決定の原則 )

第 3条 職員の給与は、法人の支払能力、社会的水準、物価状況および職員の職務遂行能力、

年齢、勤続、職責等を考慮 して決定する。

(給与の体系)

第 4条 職員の給与の体系は次のとお りとする。

(1)基準内給与

①基本給

②調整手当

③役付手当

(2)基準外給与

①通勤手当

②固定時間外勤務手当

③法定内残業手当

④時間外勤務手当

⑤深夜勤務手当

⑥休日勤務手当
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⑦住宅手当

③家族手当

(3)賞与

(4)臨時の給与

①休業手当

(返還義務 )

第 5条 本規程および正規職員就業規則に規定する届出を故意に怠 り、または虚偽の届出

をなし、不当に給与の支払いを受けた者は、その事実が確認できる時点まで遡って全

額を直ちに返還しなければならない。なお、法人は、この者に対し、懲戒処分を行 う

ものとする。

2 本規程および正規職員就業規則に規定する届出を職員の過失により行わなかった

場合は、次のとおり取 り扱 う。なお、法人は、この者に対して、必要に応 じて懲戒処

分を行 うものとする。

(1)支給額が本来支給すべき金額よりも多く支給されていた場合

その事実が確認できる時点まで遡って、本来支給すべき金額 との差額を返還

させる

(2)支給額が本来支給すべき金額よりも少なく支給されていた場合

差額の精算は行わない

(時 効 )

第 6条 給与の支払 日より起算 して 3年以内に受け取らないときは、時効によつてその請

求権は消滅する。

第 2章 給与の内容

第 1節 基準内給与

(基本給 )

第 7条 基本給は、「職務給」、「年齢給」および 「勤続給」をもって構成する。

2 職務給は、職務 。知職・技能等に応 じ「等級格付基準」に定める職務等級に基づき

格付けした別表 1「職務給表」により支給する。

3 年齢給は、別表 2「年齢給表」により支給する。

4 勤続給は、毎年 3月 21日 現在の勤続年数に従い、別表 3「勤続給表」により支給

する。ただし、出勤月数が満 9か月に満たない場合は勤続年数に算入せず、当該年度
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の6月 21日 までの新規採用者で出勤月数が満 9か月 (試用期間を含む)に達 した場

合は 1年 とみなす。

(調整手当)

第 8条 調整手当は、給与の調整が必要と法人が認める場合に支給することがある。

(役付手当)

第 9条 役付手当は、役付職に対し、その役付職務に従事する期間中、別表 4「役付手当表」

により支給する。

第 2節 基準外給与

(通勤手当)

第 10条 通勤手当は、職員の住居から勤務場所までの距離が片道 1.5 kⅢ以上の者に対 し、

所定の届出に基づき、通勤する期間中において、別表 5「通勤手当表」により後払い

で支給する。

(1)公共交通機関を利用する場合

別表 5「通勤手当表」に定める①を支給

(2)公共交通機関を利用しない場合

別表 5「通勤手当表」に定める②を支給

(3)通勤経路の途中において利用する公共交通機関がなく、1.5km以上の距離を自

転車または徒歩によらなければならない場合

別表 5「通勤手当表」に定める①に合算して②を支給

2 前項の定めにかかわらず、職員が給与計算期間の中途において入退職する場合な

ど、やむを得ない事情がある場合は、別表 5「通勤手当表」によらず、通勤に要した

実費額を支給することがある。

3 通勤手当は、住居から勤務場所までの最も経済的、かつ、合理的な経路によって決

定する。よつて、職員からの通勤の申告が合理性を欠くと判断した場合は、変更する

場合がある。なお、職員はこれを正当な理由なく拒むことはできない。

4 障害のある職員で障害者割引等の適用がある場合は、割引後の額を支給する。

5 職員が傷病等により、給与計算期間の所定勤務 日すべてにおいて就労しなかった

場合は、その月の通勤手当は支給しない。

6 職員は、通勤手当の支給を受け、または転居等により通勤手当に変更がある場合に

は、速やかに「住所兼通勤順路 (変更)届」を事務局長に届け出なければならない。

なお、支給開始または変更について、その事実が発生した日が給与計算期間の中途で

ある場合は、第 29条による。
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(固定時間外勤務手当)

第 11条 固定時間外勤務手当は、法人が認める者について、 1か月の時間外勤務 15時間

分の時間外勤務手当として支給する。

(法定内残業手当)

第 12条 法人は、職員が法定内残業を行った場合は、法人が法定内残業と認める時間に対

して、次の計算式にて算出した法定内残業手当を支給する。

【計算式】基準内給与÷ (1年間の総所定労働時間数■12)× 1.00× 法定内残業時

間数

2 フレックスタイム制が適用される職員の法定内残業とは、次の時間をいう。

(1)暦 日31日 の場合

清算期間の所定労働時間を超える部分から 177.1時間以内の時間

(2)暦 日30日 の場合

清算期間の所定労働時間を超える部分から 171.4時 間以内の時間

(3)暦 日29日 の場合

清算期間の所定労働時間を超える部分から 165.7時 間以内の時間

(4)暦 日28日 の場合

清算期間の所定労働時間を超える部分から 160.0時間以内の時間

(時間外勤務手当)

第 13条 法人は、職員が法定勤務時間 (1日 8時間、1週 40時間)を超えて勤務 した場合

は、法人が時間外勤務と認める時間に対して、次の計算式にて算出した時間外勤務

手当を支給する。ただし、固定時間外勤務手当が支給されている場合は、その固定

時間を上回った時間に対して支給する。

(1)1か月 60時間までの時間外労働について

【計算式】基準内給与÷ (1年間の総所定労働時間数■12)× 1.25× 60時間ま

での時間外勤務時間数

(2)1か月 60時間を超える時間外労働について

【計算式】基準内給与÷ (1年間の総所定労働時間数■12)× 1.50× 60時間を

超える時間外勤務時間数

2 前項の定めにかかわらず、フレックスタイム制が適用される職員については、次

に定める時間を超えて勤務し、法人が時間外勤務と認める時間に対して、前項に定

める計算式にて算出した時間外勤務手当を支払う。ただし、固定時間外勤務手当が

支給されている場合は、その固定時間を上回った時間に対して支給する。

(1)清算期間の暦日数が 31日 の場合   177.1時 間を超えて勤務した時間
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(2)清算期間の暦日数が 30日 の場合   171.4時間を超えて勤務 した時間

(3)清算期間の暦 日数が 29日 の場合   165.7時 間を超えて勤務した時間

(4)清算期間の暦 日数が 28日 の場合   160時間を超えて勤務 した時間

3 前項の定めにかかわらず、事務局長については、管理監督者に該当するため前項

の定めは適用 しない。

(深夜勤務手当)

第 14条 法人は、職員が 22時から翌日5時までの間に勤務 した場合は、法人が深夜勤務

と認める時間に対 して、次の計算式にて算出した深夜勤務手当を支給する。

【計算式】基準内給与÷ (1年間の総所定労働時間数■12)× 0.25× 深夜勤務時間数

(休 日勤務手当)

第 15条 法人は、職員が法定休 日に勤務した場合は、法人が法定休 日勤務と認める時間に

対して、次の計算式にて算出した休 日勤務手当を支給する。

【計算式】基準内給与÷ (1年間の総所定労働時間数■12)× 1.35× 法定休日勤務時

間数

2 前項の定めにかかわらず、事務局長については、管理監督者に該当するため前項

の定めは適用しない。

(住宅手当)

第 16条 住宅手当は、次の要件を満たす職員の家賃補助として、賃貸月額家賃あるいは住

宅ローン月額の 30%(た だし、上限は3万円とする)を支給する。なお、法人内に

配偶者がいる場合はどちらか一方に支給するものとする。

(1)持ち家の場合は、本人名義または本人を含めた共有名義であること

(2)賃貸の場合は、賃貸借契約において本人名義であること

2 職員は、住宅手当の支給を受け、または転居等により住宅手当に変更がある場合

には、速やかに「住宅手当 (変更)申請書」に自己名義の家屋賃貸契約書 (住宅ロ

ーン支払者にあっては登記簿謄本またはローン支払い明細書 (写))を添付して事務

局長に届け出なければならない。なお、支給開始または変更について、その事実が

発生した日が給与計算期間の中途である場合は、第 30条 による。

3 職員は、住宅手当の受給資格を喪失した場合には、速やかに「住宅手当 (変更)

申請書」を事務局長に届け出なければならない。なお、支給廃上について、その事

実が発生した日が給与計算期間の中途である場合は、第 30条による。

4 職員が傷病等により、給与計算期間の所定労働日すべてにおいて就業しなかった

場合は、その月の住宅手当は支給しない。
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(家族手当)

第 17条 家族手当は、同居する扶養家族を有する職員に対し、別表 6「家族手当表」によ

り支給する。

2 職員は、家族手当の支給を受け、または変更がある場合には、速やかに「家族手

当 (変更)申請書」に法人が指定する書類 (住民票、戸籍謄本等)を添付して事務

局長に届け出なければならない。なお、支給開始または変更について、その事実が

発生した日が給与計算期間の中途である場合は、第 30条による。

3 職員は、家族手当の受給資格を喪失した場合には、速やかに「家族手当 (変更)

申請書」を事務局長に届け出なければならない。なお、支給廃上について、その事

実が発生した日が給与計算期間の中途である場合は、第 30条による。

4 職員が傷病等により、給与計算期間の所定労働 日すべてにおいて就業しなかった

場合は、その月の家族手当は支給しない。

第 3節 賞与

(賞与)

第 18条 賞与は年 2回、支給日に当法人に在籍する者 (試用期間中の者を除く)に対し、

原則として、夏季 (7月 )お よび年末 (12月 )に支給する。ただし、法人の業績、

状況により支給時期を繰 り延べまたは支給しないことがある。

2 夏季賞与は、前年の 11月 21日 から当年の 5月 20日 までの実績に対し、年末賞

与は当年 5月 21日 から 11月 20日 までの実績に算定する。

3 賞与は、当該算定期間における業績と本人の職務成績および出勤率を考慮して支

給する。

第 4節 臨時の給与

(休業手当)

第 19条 職員が法人の責に帰すべき事由により休業した場合は、労働基準法の規定により、

休業 1日 につき平均賃金の 60%を休業手当として支給する。

第 5節 昇・降給、および給与の改定等

(昇 口降給 )

第 20条 昇・降給は、毎年 1回 3月 21日 に基本給を対象として行 う。ただし、業績により

査定の時期を繰 り延べ、または昇・降給しないことがある。

2 昇・降給の査定期間は、前年の 4月 から当年の 3月 までの給与計算期間とする。

正給 -6



3 職員の満 55歳以降の昇給は行わない。

4 懲戒処分による降格および勤務成績不良等職務不適格事由による人事権の行使

としての降格の場合も、降格後の役職 と職務等級により給与を決定する。

5 臨時昇給は特に功労があった等昇給の必要が生じた場合に行 う。

6 昇 。降給は、当該年度の職務遂行能力、勤務状況、責任感、協調性、貢献度等を

総合的に勘案のうえ行 う。

(給与の改定)

第 21条 物価および業績等に著しい変動がある場合は、基準内給与を改定し、場合により

基準外諸手当の改定を行 うことがある。

2 給与改定を想定 して初任給を定めた新規採用者については前項の定めにかかわ

らず給与改定は行わない。

第 3章 給与の支払および計算

第 1節 給与の支払

(給与の支払 )

第 22条 法人は、給与の全額を職員が指定する本人名義の金融機関口座への振込みにより

支払 う。

2 法人は、前項の定めにかかわらず、次に掲げるものを控除して給与を支払 うこと

ができる。

(1)源泉所得税

(2)住民税 (市町村民税および都道府県民税 )

(3)健康保険、厚生年金保険および介護保険の被保険者負担分の保険料

(4)雇用保険の被保険者負担の保険料

(5)労使協定で定めるもの

3 法人は、職員に対する給与の支払に際し、支給額および控除額等の内訳を記載 し

た支払明細書を交付する。

(給与の計算期間および支払期日)

第 23条 給与は、前月 21日 から当月 20日 までの勤務分を当月末 日に支払 う。ただし、支

払 日が金融機関等の休 日にあたるときは、その前日等に支払 う。また、業務の都合

でやむを得ない場合は、支払日を他の日に繰 り上げ、または繰 り延べることがある。
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(給与の非常時払い)

第 24条 職員または職員の収入によって生計を維持する者が、次の各号に該当し、給与の

非常時支払いを請求したときは、法人は、「既往の労働」に対する給与を当該事実が

あつた日から7日 以内に支払 う。

(1)結婚 した場合

(2)出産 した場合

(3)災害を受けた場合

(4)疾病にかかつた場合

(5)死亡した場合

(6)その他法人が特に必要と認めた場合

2 前項第 5号の場合における給与を受取る者の遺族の範囲および順位は、退職金支

給規程第 7条 (退職金を受け取る遺族)に よるものとする。

第 2節 給与の計算

(給与の一部控除等)

第 25条 法人は、本規定および正規職員就業規則に特に定めがある場合を除き、職員の不

就労時間および不就労日については、次の計算式によって算出した金額を給与から

控除する。ただし、法人がやむを得ないと認める場合は控除しないことがある。

(1)遅刻、早退または私用外出により1日 の所定労働時間の一部を就労しなか

った場合

【計算式】{(基準内給与+通勤手当+住宅手当+家族手当)÷ (1年間の総

所定労働時間数■12)}× 不就労時間数

(2)欠勤等により1日 の所定労働時間の全部を就労しなかった場合

【計算式】{(基準内給与+通勤手当十住宅手当+家族手当)÷ (1年間の総

所定勤務日数÷12)}× 不就労日数

(3)給与計算期間内に実際に出勤した日数が 1日 もない場合

「基本給+諸手当」の全額を支給しない。

2 前項の定めにかかわらず、年次有給休暇または有給の休暇を取得した場合につい

ては、所定労働時間就労したときに支払われる通常の給与を支給する。

(平均賃金 )

第 26条 平均賃金は、次の算式によって計算 した額とする。

【計算式】 (直前の給与締切 日より起算 した 3か月間の給与総額)÷ 3か月間の総

日数

2 前項の計算において、給与総額には、臨時に支給 した給与および 3か月を超える
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期間ごとに支給した給与は算入しない。

3 採用後 3か月未満の者については、第 1項の期間は採用後の期間とする。

(時間計算の端数処理)

第 27条 不就労または時間外勤務等の時間計算は、当該給与計算期間の末日において合計

し、時間未満の端数が生じたときは、30分未満の端数を切 り捨て、それ以上を 1時

間に切り上げることとする。

(給与計算の単位 )

第 28条 給与計算の単位は円とし、円未満は原則として支給については切 り上げ、控除を

する場合については切 り捨てとする。

(中 途採用、中途退職等の計算)

第 29条 職員が給与計算期間の中途において入職、退職および復職、休職 した場合は、次

の計算式にて日割計算して支給する。

【計算式】{(基準内給与+通勤手当+住宅手当十家族手当)}÷ (1年間の総所定

勤務日数■12)}× 就労日数

(手 当の中途適用、中途除外等の計算)

第 30条 給与計算期間の中途で手当を適用または除外するときは、原則として本規程第 25

条により日割計算とする。

2 前項の定めにかかわらず、通勤手当については第 10条第 2項を適用し、住宅手当

および家族手当については、増額の場合は当該給与期間初日を適用日とし、減額の

場合は翌給与計算期間初日を適用日とする。

第4章 雑則

(改廃 )

第 31条 この規程は、関係諸法令の改正、法人の経営状況または社会経済情勢その他やむ

を得ない事由によりその必要がある場合には、職員を代表する者との協議の上、常

任理事会の決定により改正または廃止することができる。

附 則

正給 -9



(施行 )

第 1条 この規程は、平成 13年 4月 1日 より施行する。

(改正履歴 )

第 2条 この規程の改正履歴は、次のとお りである。

(1)平成 17年 6月 23日 一部改正

(2)平成 22年 4月 1日 一部改正

(3)平成 24年 3月 21日 一部改正

(4)平成 27年 3月 24日 一部改正

(5)令和 3年 12月 21日 一部改正

(6)令和 5年 3月 21日 一部改正

(7)令和 6年 3月 21日 一部改正
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別表 1 職能給表

尚、別表 1を基準に中途採用者の給与を決定する

中途採用者の経歴年数加算は原則として次のとおりとし、 1年につき2号を基準とする。

同業同種          80～ 100%

同業異種、異業同種     50～ 80%

異業異種          30～ 60%

菫員
α区

分

ヽ
ヽ
凛覇
劇臓

1級 2颯 口蟻 4級 G級 6級 7級 日嗜臓 9崚 1織

■ 俸 俸13月轟 俸給月■ 饉鰭月頓 俸帖月領 饉綸月■ 饉焙月極 俸給月額 饉綸月■ 饉綸月覇 俸綸月饉

円 円 円

245。200

円 円

31a:00

円 円 円 円

5:4.300

5:7.700

521.100

521.500

527.000

円

1

|

4

194.200 204・400 28〔Li00 352700 402900 4511000 58〔 }・ :00

:49t300

151,700

20Q400

2000300

247.300

24gt400

294L400

292000

32口1700 355t200

357.700

36■300

4051700 457.800

46口1600

46ヨ1300

589,600

591L:0032a200

3251700

40■500

152.000 210,300 251・ 400 294.900 411,400 59〔L600

32a700151100

1551800

212100 251200 297,200 362800 4140300 465.900 60〔L200

6

7

0

9

211100 255=300 291L500

801.000

3301600 865,100

367.500

411100 4681500 531.200

534.600

602900

1561500 2,6.000 257.400 33a:00

3361000

33〔L500

420.000 471.100 6011700

157`700

159.000

2100000 259=400 304.200 370.000 421と900 47日1000 531000 600,400

2200000 261,300 3011500 372500 4251700 47Q300 541.300

54`.700

540。 100

551.500

554.000

557.500

56口L100

611,200

10

11

92

13

,6

16

17

10

19

,0

21

22

23

14

160.500 222000 26a300 3001000

311.100

34口1600

3430100

3411600

374・ 900

377.300

428=700

`7口

1800

401,400

403.000

613.300

102000 224.000

226=000

2651300 431.700 611,,200

011300163.400 267.400 323,400 379,700 434・ 600

486.200164,800 227=700

22g1000

269=400 3:5.700

318.000

32□1800

341000 381,200 437.500 61(1,300

16a400

16a100

271,500

273・ 500

2751400

351L500

352900

3551300

357.700

8611000

862300

984・ 200

3861500

44□1000 401400

1911600

621.000

23:・900 142700 022000

169t800 234.000 322600 380。 900

3910300

4451300

447.800

492000

495.000

50'L800

565.500

567.200

56旧L800

570.500

624,300

17:`300 23Q100

2381200

240.200

242300

277.400 324・900 025,900

171900

174・ 600

27gt600

281.800

927,300 991500

395。 700

450。 100 497.000

49g1000

627,200

3211000

331.900

152400

454・ 700

6211.500

17Q200 204.000 364.500 397.900 500.900 62(1900

4031200 502900 631,200177.800 244.200 20Q100 334.200 3660000 457.100 571.800

571400

5711100

576:700

571200

579`500

500,800

18口1700 24田L300

24旧L400

2511500

252200

2081200

29口1300

3311500 8691200 102300 459L300 504.600

50■200103.600 338t000 371.500 404.500

406.700

401.500

:86.500 292000 341.100 3731800 461L700 507.900

189.100

191.300

193.200

25

26

,7

13

294.500 343t300 375,900 40gt000 4011000 5011500

541.100254,200 291L600

298.700

345,000 378.:00 411.200 407,700

2611100 347.900 3800300

382500

413:400 46qL500 5i2000

195,000 251L:00

259,700

300,700 3501・ 200 4i51600 47:.200 511100 582100

581400

504,400

58〔L400

29

30

31

196.700 302000 352400 384.600 417.000

419:900

422000

4711100 5:5.500

5:7.200

517.200

198ヽ 600

200,700

261.400 304。 900

321,000

354・ 800

357,100

3861700 471,500

261000 3000700

39口L800

392900

4711000

32

33

202600 2640700

2661300

309=:00 359,400 4240100

42Ct000

477.400 5ia100

51(〕,000

586。400

587.400

58a400

509,400

500。400

591.400

31:,000204,400

206=000

861.500 4711900

34

35

261000

26g1000

271.400

31a100 363,700 394,900

3911900

398,900

427,900

429.800

481に 300 51(〕1900

520t700207.700 3151200 366,000 431,700

36

07

38

39

lЮ

2091300 317,200 388,300 431=600 483,000 52:.600

311100 37口L400 522500210.800 272000 401,000 433.500

434.000

484,400

212.200 274,600 3211100 372600 402500 485,400 52a400 592400

213.600 2761300 32■ 100 374,300 404.:00

4051000

430L200 481L400 52■300 591L300

594.30021■ 100 271L,00 3251100 377.000 437.500 487.400 5251100
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別表 2 年齢給表

別表 3 勤続給表

以降 200円増

別表 4 役付手当表

別表 5 通勤手当表

別表 6 家族手当表

支給基準 金 額 支給範囲

満年齢 1歳について 100円 満 45歳まで、以降据置き

年度 金 額 年度 金 額 年度 金 額

■
■ @300 300円 Ｒ

） 3,000円 15 6,300円

2 600円 Ｑ
υ 3,400円 16 6,800円

い
０ 0400 1,000円 10 3,800円 17 7,300円

4 1,400円 11 @500 4,300円 18 7,800円

Ｆ
Э 1,800円 12 4,800円 19 8,300円

6 2,200円 13 5,300円 20 8,800円

7 2,600円 14 5,800円 21 @200 9,000円

役付職名 金 額

事務局長 65,000円

事務局長代理 60,000円

部長 50,000円

課長 40,000円

主任 5,000円

摘 要 金 額

ヽ
ノ

石
日） 電車、地下鉄、バス等の

公共交通機関を利用 して

通勤する者

最も経済的、かつ、合理的な路線定期代実費として50,000円 まで

とする。

なお法人より片道 l km未満の電車 。地下鉄の最寄り駅からのバスの定

期代は支給しない。

② 片道 1.5km以 上の距離よ

り通勤する者で公共交通

機関がないため徒歩によ

り通勤する者

1,500円

同居の親族 摘  要 金 額

子 18歳に達する日以後の最初の 3月 20日 まで 一人あたり5, 000円
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住所兼通勤順路 (変更)届

特定非営利活動法人日本セルプセンター 事務局長 殿

届出日 :令和  年  月  日

届出者 :

下記のとおりお届けいたします。

記

。通勤手当は、住居から勤務場所までの最も経済的、かつ、合理的な経路路による (電車・地下鉄等の定期は、

三社まで通しで購入した場合の所要額とする)。

・障害のある職員で障害者割引等の適用がある場合は、割引後の額を支給する。

事務局長 経理担当者

印

申請区分 □ 新規

□ 運賃改定

□ その他 (

□ 住所変更

□ 通勤経路の変更

ヽ
ノ

事由発生日 令和   年   月   日

住  所 T

通勤順路 利用交通機関 乗車区間 1か月定期額

円

円

円

円

円

合計 円

特記事項
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住宅手当 (変更)申請書

特定非営利活動法人日本セルプセンター 事務局長 殿

下記のとおり申請いたします。

申請日 :令和  年  月  日

申請者 :

事務局長 経理担当者

印

記

申請区分 □ 新規 入居 日 :令和  年  月  日

□ 変更 変更日 :令和  年  月  日 (現在の支給額 円 )

□ 退去 退去 日 :令和  年  月  日

住宅種類 □ 持家  □ 賃貸 (契約期間 :令和  年  月  日～令和  年  月  日)

住  所

T

添付書類

(自 己名義)

□ 家屋賃貸契約書

□ 住宅ローン支払者にあっては登記簿謄本またはローン支払い明細書 (写 )

特記事項

住宅手当

金額

*法人記入

円 (賃貸月額家賃あるいは住宅ローン月額の 30%)

30,000円 (上限 )

適用 日

*法人記入

令和  年  月  日より

(増額の場合は当該給与期間初 日、減額の場合は翌給与計算期間初 日)
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家族手当 (変更)申請書

特定非営利活動法人日本セルプセンター 事務局長 殿

下記のとおり申請いたします。

記

申請日 :令和  年  月  日

申請者

事務局長 経理担当者

印

同居する

扶養家族

(子 )

名 生年月日 異動年月 日 事 由

H R  年   月   日 R  年   月   日 □ 既 □ 増 □ 減

H R  年   月   日 R  年   月   日 □ 既 □ 増 □ 減

H  R  年   月   日 R  年1  月   日 □ 既 □ 増 □ 減

添付書類

□ 住民票 (個人番号の記載のないもの)

□ 戸籍謄本

□ その他 ( )

特記事項

支給金額

*法人記入

円 (一人あたり5,000円 ×   人)

適用 日

*法人記入

令和  年  月  日より

(増額の場合は当該給与期間初日、減額の場合は翌給与計算期間初日)
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契約職員給与規程

特定非営利活動法人 日本セルプセンター

第 1章 総則

(目 的)

第 1条 この契約職員給与規程 (以下「規程」という)は、契約職員就業規則第 65条の規

定により、特定非営利活動法人日本セルプセンター (以下「法人」という)の契約職

員 (以下「職員」という)に対する給与の決定、計算、支払い方法、締切、支払いの

時期、給与の改定、ならびに賞与等について定める。

2 この規程に定めのない事項については、個別に結ぶ雇用契約書による。なお、個別

の雇用契約書に定めのない場合は、その都度協議して決めるものとする。

(適用範囲 )

第 2条 この規程は、契約職員に適用する。

(給与決定の原則)

第 3条 職員の給与は、法人の支払能力、社会的水準、物価状況および職員の業務内容、責

任の程度、業務遂行能力等を考慮して決定する。

(給与支給の原則 )

第 4条 法人は、欠勤、遅刻または早退等により職員から労務の提供がなかった場合は、そ

の時間分の給与を支払わないものとする。

(給与の支払形態 )

第 5条 職員の給与は、日給月給制とする。

(給与の体系)

第 6条 職員の給与の体系は、次のとお りとする。

(1)基準内給与

①基本給

②役付手当

(2)基準外給与
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①通勤手当

②法定内残業手当

③時間外勤務手当

④深夜勤務手当

⑤休日勤務手当

(返還義務 )

第 7条 本規程および契約職員就業規則に規定する届出を故意に怠 り、または虚偽の届出

をなし、不当に給与の支払いを受けた者は、その事実が確認できる時点まで遡って全

額を直ちに返還しなければならない。なお、法人は、その必要に応 じて懲戒処分を行

うものとする。

2 本規程および契約職員就業規則に規定する届出を職員の過失により行わなかった

場合は、次のとおり取り扱 う。なお、法人は、この者に対して、必要に応じて懲戒処

分を行 うものとする。

(1)支給額が本来支給すべき金額よりも多く支給されていた場合

その事実が確認できる時点まで遡って、本来支給すべき金額との差額を返還さ

せる

(2)支給額が本来支給すべき金額よりも少なく支給されていた場合

差額の精算は行わない

(時 効 )

第 8条 給与の支払 日より起算 して 3年以内に受け取らないときは、時効によってその請

求権は消滅する。

第 2章 給与の内容

第 1節 基準内給与

(基本給 )

第 9条 基本給は、職員の業務内容、責任の程度、業務遂行能力、経験および成果等を総合

的に勘案 して個別に決定し、支給する。

(役付手当)

第 10条 役付手当は、役付職に対し、その役付職務に従事する期間中、別表 1「役付手当
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表」に基づき支給する。

第 2節 基準外給与

(通勤手当)

第 11条 通勤手当は、職員の住居から勤務場所までの距離が片道 1.5h以上の者に対し、

所定の届出に基づき、通勤する期間中において、別表 2「通勤手当表」のとお り後

払いで支給する。

(1)公共交通機関を利用する場合

別表 2「通勤手当表」に定める①を支給

(2)公共交通機関を利用しない場合

別表 2「通勤手当表」に定める②を支給

(3)通勤経路の途中において利用する公共交通機関がなく、1.5k皿以上の距離を

自転車または徒歩によらなければならない場合

別表 2「通勤手当表」に定める①に合算して②を支給

2 前項の定めにかかわらず、職員が一賃金計算期間の途中において入退職する場合

など、やむを得ない事情がある場合は、別表 2「通勤手当表」によらず、通勤に要

した実費額を支給することがある。

3 通勤手当は、住居から勤務場所までの最も経済的、かつ、合理的な経路によって

決定する。よつて、職員からの通勤の申告が合理性を欠くと判断した場合は、変更

する場合がある。なお、職員はこれを正当な理由なく拒むことはできない。

4 障害のある職員で、障害者割引等の適用がある場合は、割引後の額を支給する。

5 職員が傷病等により、給与計算期間の所定勤務日すべてにおいて就労しなかった

場合は、その月の通勤手当は支給しない。

6 職員は、通勤手当の支給を受け、または転居等により通勤手当に変更がある場合

は、速やかに「住所兼通勤順路 (変更)届」を事務局長に届け出なければならない。

(法定内残業手当)

第 12条 法人は、職員が法定内残業を行った場合は、法人が法定内残業と認める時間に対

して、次の計算式にて算出した法定内残業手当を支給する。

【計算式】基準内給与■ (1年間の総所定労働時間数■12)× 1.00× 法定内残業時

間数

(時間外勤務手当)

第 13条 法人は、職員が法定勤務時間 (1日 8時間、1週 40時間)を超えて勤務 した場合

は、法人が時間外勤務と認める時間に対して、次の計算式にて算出した時間外勤務手
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当を支給する。

(1)1か月 60時間までの時間外労働について

【計算式】基準内給与÷ (1年間の総所定労働時間数■12)× 1.25× 60時間ま

での時間外勤務時間数

(2)1か月 60時間を超える時間外労働について

【計算式】基準内給与÷ (1年間の総所定労働時間数■12)× 1.50× 60時間を

超える時間外勤務時間数

2 前項の定めにかかわらず、事務局長については、管理監督者に該当するため前項

の定めは適用しない。

(深夜勤務手当)

第 14条 法人は、職員が 22時から翌日5時までの間に勤務 した場合は、法人が深夜勤務

と認める時間に対 して、次の計算式にて算出した深夜勤務手当を支給する。

【計算式】基準内給与÷(1年間の総所定労働時間数■12)× 0.25× 深夜勤務時間数

(休 日勤務手当)

第 15条 法人は、職員が法定休 日に勤務 した場合は、法人が法定休 日勤務と認める時間に

対 して、次の計算式にて算出した休 日勤務手当を支給する。

【計算式】基準内給与÷ (1年間の総所定労働時間数■12)× 1.35× 法定休日勤務時

間数

2 前項の定めにかかわらず、事務局長については、管理監督者に該当するため前項

の定めは適用しない。

第 3節 賞与等

(賞 与 )

第 16条 法人は、職員に対 して、原則として賞与を支給しない。ただし、法人の業績等に

より支給することがある。

(退職金 )

第 17条 法人は、職員に対して、退職金を支給 しない。

第 4節 臨時の給与

(休業手当)

第 18条 職員が法人の責に帰すべき事由により休業 した場合は、労働基準法の規定により、

契給 -4



休業 1日 につき平均賃金の 60%を休業手当として支給する。

第 5節 給与の改定

(給与の改定)

第 19条 給与の改定 (昇給又は降給をいう。以下において同じ)は、原則として行わない。

ただし、物価および業績等に著しい変動があり、法人が特に必要と認める場合は、臨

時に給与の改定を行 うことがある。

第 3章 給与の支払および計算

第 1節 給与の支払

(給与の支払)

第 20条 法人は、給与の全額を職員が指定する本人名義の金融機関口座への振込みにより

支払 う。

2 法人は、前項の定めにかかわらず、次に掲げるものを控除して給与を支払 うこと

ができる。

(1)源泉所得税

(2)住民税 (市町村民税および都道府県民税 )

(3)健康保険、厚生年金保険および介護保険の被保険者負担分の保険料

(4)雇用保険の被保険者負担分の保険料

(5)労使協定で定めるもの

3 法人は、職員に対する給与の支払に際し、支給額及び控除額等の内訳を記載 した

支払明細書を交付する。

(給与の計算期間および支払期日)

第 21条 給与は、前月 21日 から当月 20日 までの勤務分を当月末日に支払 う。ただし、支

払 日が金融機関等の休 日にあたるときは、その前日等に支払 う。また、業務の都合上

やむを得ない場合は、支払 日を他の日に繰 り上げ、または繰 り延べることがある。

(給与の非常時払い)

第 22条 職員または職員の収入によつて生計を維持する者が、次の各号に該当し、給与の

非常時支払いを請求したときは、法人は、「既往の労働」に対する給与を当該事実が

契給 -5



あつた日から7日 以内に支払 う。

(1)結婚 した場合

(2)出産した場合

(3)災害を受けた場合

(4)疾病にかかった場合

(5)死亡した場合

(6)その他法人が特に必要と認めた場合

2 前項第 5号の場合における給与を受取る者の遺族の範囲および順位は、退職金支

給規程第 7条 (退職金を受け取る遺族)に よるものとする。

第 2節 給与の計算

(日 割計算 )

第 23条 職員が給与計算期間の中途において入職、退職および復職、休職 した場合は、基

準内給与を次の計算式にて日割計算して支給する。

【計算式】基準内給与÷ (1年間の総所定勤務日数■12)× 就労日数

(給与の一部控除等)

第 24条 法人は、職員の不就労時間および不就労日については、次の計算式によつて算出

した金額を給与から控除する。ただし、法人がやむを得ないと認める場合は控除しな

いことがある。

(1)遅刻、早退または私用外出により1日 の所定労働時間の一部を就労しなか

った場合

【計算式】基準内給与÷ (1年間の総所定労働時間数■12)× 不就労時間数

(2)欠勤等により1日 の所定労働時間の全部を就労しなかった場合

【計算式】基準内給与÷ (1年間の総所定勤務日数■12)× 不就労日数

(休暇等における賃金 )

第 25条 職員が年次休暇または有給の体暇を取得した場合については、所定労働時間就労

したときに支払われる通常の給与を支給する。

2 職員が次のいずれかに該当する場合は、不就労日または時間に対して給与を支給

しない。

(1)産前産後休業

(2)育児・介護休業等

(3)業務上の傷病による休業 (ただし、休業開始後 3日 間は除く)

(4)休職
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(5)その他の不就労日または時間

(時間計算の端数処理)

第 26条 不就労または時間外勤務等の時間計算は、当該給与計算期間の末日において合計

し、時間未満の端数が生じたときは、30分未満の端数を切 り捨て、それ以上を 1時

間に切り上げることとする。

(給与計算の単位)

第 27条 給与計算の単位は円とし、円未満は原則として支給については切 り上げ、控除を

する場合については切 り捨てとする。

(改廃)

第 28条 この規程は、関係諸法令の改正、法人の経営状況または社会経済情勢その他やむ

を得ない事由によりその必要がある場合には、職員を代表する者との協議の上、常任

理事会の決定により改正または廃止することができる。

附則

(施行 )

第 1条 この規則は、令和 3年 4月 1日 から施行する。

(改正履歴 )

第 2条 この規程の改正履歴は、次のとお りである。

(1)令和 3年 12月 21日 一部改正

(2)令和 5年 3月 21日 一部改正

(3)令和 6年 3月 21日 一部改正

契給 -7



別表 1 役付手当表

別表 2 通勤手当表

役付職名 金 額

事務局長 65,000円

事務局長代理 60,000円

部長 50,000円

課長 40,000円

主任 5,000円

適 用 金 額

① 電車、地下鉄、バス等の

公共交通機関を利用 して

通勤する者

最も経済的、かつ、合理的な路線定期代実費として50,000円 ま

でとする。

なお法人より片道 l km未満の電車 。地下鉄の最寄り駅からのバスの定

期代は支給しない。

② 片道1.5km以 上の距離 よ

り通勤する者で、公共交

通機関がないため徒歩に

より通勤する者

1,500円
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住所兼通勤順路 (変更)届

特定非営利活動法人日本セルプセンター 事務局長 殿

届出日 :令和  年  月  日

届出者 :

下記のとお りお届けいたします。

記

・通勤手当は、住居から勤務場所までの最も経済的、かつ、合理的な経路による (電車 。地下鉄等の定期は、

三社まで通しで購入した場合の所要額とする)。

・障害のある職員で障害者割引等の適用がある場合は、割引後の額を支給する。

事務局長 経理担当者

印

申請区分 □ 新規

□ 運賃改定

□ その他 (

□ 住所変更

□ 通勤経路の変更

)

事由発生日 令和   年   月 日

住   所 T

通勤順路 利用交通機関 乗車区間 1か月定期額

円

円

円

円

円

合計 円

特記事項
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書式第 17号 (法第 55条関係 )

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載 した書類

法人名 特定非営利活動法人 日本セルプセンター 事 業 年 度 令和5年 4月 1日 ～令和6年 3月 31日

1 資金 に関す る事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応 しています。以下同じです。

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

(3)その他

該当なし

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

会費収入 17,718,000円

事業収入 170,436,983円

委託金収入 65,192,000円

助成金収入 7,000,000円

参加費収入 1,631,740円

寄附金収入 436,000円

雑収入 857,571円

円

円

円

円

円

円

円

△
口 計 263,272,294円

′」」■
1日 入 先 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

△
口 計 円

2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引



及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

取引先の氏名等
法人 との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

渡

日月

譲

年
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

名刺台紙
R5.4.1～

R6.3.31
33,440円

定価販売
1箱 1,000枚

ウエス袋
R5.4.1～

R6.3.31
115,566円

定価販売

1セ ット500枚、
1ロ ット約 18,000枚

円

円

円

円

円

円

円

円

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

53,519,000円 委託金

30,109,316円 印刷、作業

19,987,689円 委託金、印刷、物品、作業

16,041,610円 作業

8,292,680円 物品、印刷、作業

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

38,727,739円 印刷、作業費仕入

20,000,000 H 委託費

14,339,499 E 作業費仕入

8,374,767 H 事務所賃料等

8, 135,875 H ウエス仕入



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
貸付資産の内容

付

日月

貸

年
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
役務の提供の内容

役務の提

供年月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

印刷
R5.4.1～

R6.3.31
8,235,156円 請求書による

作業
R5.4.1～

R6.3.31 56,411,039円 請求書による

物 品
R5.4.1～

R6.3.31
44,365,202円 請求書による

円

円

円

円

円

円

円



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給

与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれ らの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者 と特殊の関係にある者 (注 1)(以
下 「役員等」 とい う。)に対す る報酬又は給与の支給について

記載 して ください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく

は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支 状況 (口 を除く。 )

(注 2)注 1 ④の内容を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 令和 5年 4月 1日 令和 6年 3月 31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

8人 38,421,052円

報酬・給与の

区    分
支 給 期 間 等 支 給 金 額氏 名 職 名

法人との関係

(注 2)

7,631,340給与 R5.4.1～ R6.3.31 



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施日]

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

R6.3.29 500,000円

円

円

円

円

災害支援金

円

円

円

円

円

△    菫輩

「
1      口l

500,000円

実  施  日 使 途 金   額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営利活動法人日本セルプセンター チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

/

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

③及びЭこついては、′]散点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷◎

① ② ③ ④ ⑤

④ 令和5年 4月 1日 ～令和6年 3月 31日
29人 0人 0% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

③ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条。51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

は意事つ

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員哺酪規樫等提出由0の 提出時|=おいても

“

載及び添

付する必要がありまつ
~。

その場合、上記口,の配職の必翼まありませK′。

・ 認定の有効

"口

の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく審目(役員報酬規種等鶴出書mに記載した事項について、

洒付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

Q_塞当二
=壺

菫狙室⊇玉塑墜,=堕塁璽堕ヨ区里聾≦墨生塵二塁堕型堕回医ユL壺奎生」し二⊆至上L二

項
日
Ｈ ④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

C)
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

にD
いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はレヽ

いいえ

はい

いいえ

項
ロ
ロ ④

ヽ
ノ

だ
ヽ ◎ ③ ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有。① 有 。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (次葉)

(,鎌事Q
認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書E)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

ェック表」 (第 3

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

注 意 事 項目項 記 載 要 領

イの各欄 区分欄の「①～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝D第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

口の各欄

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [はい」

IL:○」上た場合に1型窒嚢塑1書を添

付してくださしヽ

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

した場合には、第 3表付表 2「帳簿組

織の状況」曇 添付してくださ

しヽ

じて行つている」の 「はい」に「ol

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

ハの各欄

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

二の各欄

記載要領の補足



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

小林 香 理事

○

第 3表付表 1

令和1年 6月 14日

法人名
特定非営利活動法人

日本セルプセンター
③ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

役  員  数 29人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

氏  名 住  所 職名 続柄等

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

〇

　

一　
　
〇

平成25年 7月 19日 就任

令和5年6月 30日 就任

令和6年 3月 31日 退僣

令和1年 6月 14日 就任

令和1年 6月 14日就任

令和1年 6月 14日就任

高江 智和理

横田 雅之

日下 貴博

松田 賢雄

黒沼 祐蔵

檜山 太一 理事 平成29年 7月 19日

⌒
Ψ

黒川 亨 理事 平成29年 7月 19日

○

竹村 絵里 理事
○

令和1年 6月 14日



小澤 啓洋 理事 令和5年 6月 30日

○

○

○

○

○

⌒
ノヽ

平成26年 4月 1日 就倒

平成27年 7月 19日 就任|

平成27年 7月 19日 就任

平成23年 7月 19日 就任

平成25年 7月 19日 就任

理 事

理事

理事

理 事

理事

寺口 能弘

小池 邦子

澤田 和秀

田辺 義明

西岡 俊雄

平成29年 7月 19日 就任
|

令和3年 6月 24日 就任|

令和3年 6月 24日 就任

令和6年 1月 31日 退任

令和5年 6月 30日 就11

令和5年 6月 30日 就11

藤田 公智

平尾 幸子

柏原 敏昭

理事

理事

理事

理 事

理事

倉田 裕

竹内 聖典

○

○

○

○

○

三藤 賢次 理 事

○

令和5年 6月 30日



三橋 一巳 理 事 平成27年 7月 19日

○

渡邊 大吾 理 事 令和5年 6月 30日

○

中尾 富嗣 理事 令和5年 6月 30日

○

竹 内 理事 令和5年 6月 30日

○

平成27年 7月 19日 就任

平成29年 7月 19日 就任

令和1年 6月 14日 就任

令和3年 6月 24日就任

平成29年 7月 19日 就任

○

○

○

○

○

 

理 事

理事

事
　
　
　
一
事
　
　
　
一
事

理
　
　
　
一
監

　
　
　
一
監

花宮 良治

松久保 和俊

小林 克彦

北山 文子

野々下 哲也

平成29年 7月 19日

令和5年 6月 30日

令和3年 6月 24日

令和5年 6月 30日

令和1年 6月 14日

令和5年 6月 30日

平成25年 7月 19日

令和5年 6月 30日

平成18年 6月 29日

令和5年 6月 30日

理事

理事

理事

理事

理事

〇
　
　
一　

〇

一　
　
〇

○

○

鈴木 暢

藤野 信敏

三代 栄史

寺本 賢司

益原 忠郁



(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

○

○

平成29年 7月 19日

令和5年 6月 30日

平成29年 7月 19日

令和5年 6月 30日

松本 保孝

齊藤 武志

理事

理事



法人名 特定非営利活動法人日本セルプセンター

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

現金出納帳
エクセル使用

ルーズリーフ
都度 10年

総勘定元帳

会計ソフト (TKC戦略経営者

メニュー21)にて管理し、決

算時に装丁帳簿保管

都度 10年

仕訳日記帳 (振替伝票)

会計ソフト (TKC戦略経営者

メニュー21)にて管理し、決

算時に装丁帳簿保管

都度 10年

給与台帳

給与計算ソフト(やよいの給

与計算)使用

ルーズリーフ保管

月次 10年

棚卸資産台帳
エクセル使用

ノレーズリーフ保管
都度 10年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載ヨ論D
「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票し、「出金伝票」、「振替伝票」、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

「左の帳簿等の形態」欄は、「単票工「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

「記帳の時期」欄は、鴨]寺」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書菊∋ に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人日本セルプセンター チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

/

ロ

◎ ① 申詣郭寺④ ⑮ ◎ ①ロ
ロ項

有 ・ 無 有 。無有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無有。①
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動

有 ・ 無有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無有。① 有 ・ 無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動

有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 。無有。① 有 。無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

項 目 ③ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申訪事寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有。① 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有・⑩ 有・無 有。無 有。無 有 。無 有・無 有 。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の禾I溢の供与の有無
有。① 有・無 有・無 有 。無 有・無 有 。無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。① 有・無 有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

(えコ意1事可∋

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次菊 」(ハ及び二)の1麟扱 :び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出讐談Dに記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。



書式第 13号 (法第 44条・51条。58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人日本セルプセンター チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

〇 しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載 した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引

。 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施 日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し



書式第 14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 能榔脚献日本セルプセ″―

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日

∝意|1事Q
・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規1程等提出書類Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第¬項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書知 に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

/

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又|ガ尋ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 。① 有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無



書式第 15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人日本セルプセンター チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され

た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2餌 条等 田 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 帷2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

=二
壁例

=立
丞」翌崖の宣効期匿堕匡量の自ヨ菫旦主」□艶翅塵医壺壼二重量産里1堕国□匪璽□L墜ユと上並」

」三]輩1旦:豊]園聖i聾聖:量豊丞」U!立区型」□]」塾

`生

」≧:菫:」[産塁:上」ゴ:ゴ:豊[豊』些」2[L:旦[二重」望」遷i□:星]菫塑」添生1宣塑理型■」塁旦盛:主 )。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非増禾I括動法人が認定を取り消された場合又は特伊晰認定特定非営禾I括動法人が特夕1鵬定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営禾ll活雛 人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有。①

特定非営禾1雁J混進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 2“ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有 。①

つ
“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい

０
０ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はいく亜亜)

瀞
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上言目墜L主三壁 箋西醒量塑 塞日冒墜 :≧≧塑 」E菫奎三 Lと丞」堕E塁□旦査
「その4」 並びに関係都道府鵬 及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書を添付すること

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

ｒ
Ｄ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 はい

り^ 次のいずれかに該当する法人

暴力団 tJr,r1fi@
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 tr1t,.@t$

イ

ハ

ロ

しヽ




